
資料－１－１ 

川内川大規模氾濫減災協議会規約（改定案） 

 

（名称） 

第１条 この会議は、川内川大規模氾濫減災協議会（以下「協議会」という。） 

と称する。 

 

（設置） 

第２条 水防法（昭和24年法律第193号）第 15条の 9に基づく大規模氾濫減災協議 

会として「川内川大規模氾濫減災協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第３条 協議会は、甚大な被害をもたらした平成１８年洪水や、近年、各地で頻発して

いる洪水被害等を踏まえ、「施設では防ぎきれない大洪水は発生するもの」へと

意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築するた

め、多様な関係者が連携して、川内川における洪水氾濫による被害を軽減するた

めのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。 

 

（協議会の対象河川） 

第４条 協議会は、川内川水系における一級河川を対象とする。 

 

（協議会の構成） 

第５条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

 ２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

 ３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応 

じて別表１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めるこ 

とができる。 

 

（幹事会） 

第６条 協議会に幹事会を置く。 

 ２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

 ３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検 

討、調整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じ 

て別表２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めるこ 

とができる。 

 



（協議会の実施事項） 

第７条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

 一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞ 

れ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

 二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動、氾濫水の排水等、川内川水害に強い地域 

づくりによる浸水被害軽減を実現するために、各構成員がそれぞれ又は連携して

実施する取組事項について協議し、共有する。 

 三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況 

を確認する。 

 四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な取組事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第８条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容に 

よっては、協議会に諮り非公開とすることができる。 

 ２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公 

開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第９条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただ 

し、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了 

解を得て公表しないものとする。 

 ２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認 

を得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会及び幹事会の庶務を行うため事務局を置く。 

 ２ 事務局は九州地方整備局川内川河川事務所、鹿児島県、宮崎県に置く。 

 

（雑則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必 

要な事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第１２条 本規約は、平成２８年３月１８日から施行する。 

平成３０年６月１２日改正 

令和 元年６月１３日改正 

 



 

別表１ 

 

気象庁 鹿児島地方気象台長 

気象庁 宮崎地方気象台長 

鹿児島県 土木部長 

鹿児島県 危機管理防災局長 

宮崎県 河川課長 

宮崎県 危機管理局長 

薩摩川内市長 

さつま町長 

伊佐市長 

湧水町長 

えびの市長 

九州地方整備局 川内川河川事務所長 

九州地方整備局 鶴田ダム管理所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表２ 

 

気象庁 鹿児島地方気象台 防災管理官 

気象庁 宮崎地方気象台 防災管理官 

鹿児島県 土木部 河川課長 

鹿児島県 危機管理防災局 危機管理課防災対策室長 

鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 河川港湾課長 

鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 河川港湾課長 

宮崎県 県土整備部 河川課課長補佐 

宮崎県 危機管理局 危機管理課課長補佐 

宮崎県 小林土木事務所 河川砂防課長 

薩摩川内市 建設部長 

薩摩川内市 危機管理監 

さつま町 建設課長 

さつま町 危機管理監 

伊佐市  建設課長 

伊佐市  総務課長 

湧水町  建設課長 

湧水町  総務課長 

えびの市 建設課長 

えびの市 基地・防災対策課長 

九州地方整備局 川内川河川事務所 副所長 

九州地方整備局 鶴田ダム管理所 専門官 

 



規約の新旧対照表（修正案）　令和元年６月１３日時点

・協議会構成員 ・協議会構成員
改正案 現行



規約の新旧対照表（修正案）　令和元年６月１３日時点

・幹事会構成員 ・幹事会構成員
改正案 現行



30 7
2020

BCP

TEC-FORCE

・土砂災害への防災体制、防災意識の啓発などに関する先進的な取組を共有するための連絡会を設置

・多機能連携タイムライン：多くの関係機関が防災行動を連携して実施することが必要となる都市部等の地域
ブロックで作成

・リスク情報の空白地帯の解消：ダム下流部の浸水想定図の作成・公表、土砂災害警戒区域等の指定の前提
となる基礎調査の早期完了 等

・円滑な避難の確保：代替性のない避難所や避難路を保全する砂防堰堤等の整備

・土砂・洪水氾濫への対策：人名への著しい被害を防止する砂防堰堤、遊水池、稼働断面の拡大等の整備

・重要インフラの機能確保：インフラ・ライフラインへの著しい被害を防止する砂防堰堤、海岸堤防等の整備 等

・TEC‐FORCEの体制・機能の拡充・強化：大規模自然災害の発生に備えた初動対応能力の向上 等

・計画的・集中的な事前防災対策の推進：事前防災対策として地方公共団体が実施する他事業と連携した対策」「抜本的対策（大規模事業）」を支援する個別補助事業を創設

資料－１－２「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について」答申を踏まえた「水防災意識社会」の再構築に向けた救急行動計画の改定(H31年1月29日)



30 7
2020

BCP

TEC-FORCE

素 材



新川内川アクションプログラムの取組及び今後について（令和元年６月時点） R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以降
(2021年度

以降)

川内川河川 ● ● ● ○ ○ ○
引き続き河川改修（築堤、河道掘削、堤防質的改良）を実施
していく。防災・減災、国土強靱化のための3ヶ年緊急対策実
施。

鹿児島県 ● ● ● ○ ○
河川改修事業実施中河川を順次実施するとともに，さらなる予算確保に努め
る。

宮崎県 ● ● ● 河道掘削を順次実施。

2〉危機管
理型ハー
ド対策

①堤防天端の保
護、法尻補強等

・必要な箇所において、堤防天端の保護対策、法尻補強等を
実施。

川内川河川 ● ● ● ○ ○ Ｒ
危機管理型ハード対策における堤防天端舗装はすべて実施
済。引き続き堤防法尻補強を実施していく。防災・減災、国土
強靱化のための3ヶ年緊急対策実施。

【国・県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、高齢者が特に多い地域等において、
危機管理型ハード対策等を概成。
＜国管理河川＞約30河川
＜県管理河川＞約130河川

川内川河川 ● ● ●

川内川管内の河川j状況を確認し、必要に応じてカメラの設置を行って
いく。
・H29年度新たに3基設置
・H30年度新たに50基設置
・H31年度新たに簡易カメラ設置

鹿児島県 ● ● 危機管理型水位計については，H30年度16基設置済

宮崎県 ●

薩摩川内市 ● 薩摩川内市総合防災センターの建設

さつま町 ● ● ○ 防災行政無線デジタル化（戸別受信機：全戸配布）

伊佐市 〇 防災無線のデジタル化を構築予定

湧水町 ● 全戸設置済。新築住宅等への個別受信機の設置

えびの市 ● 防災行政無線デジタル化

薩摩川内市 ● 薩摩川内市総合防災センターの建設

さつま町 現時点では長期にわたり浸水が継続する地域に施設はない。

伊佐市 ○ 新庁舎建設を計画予定

湧水町 今後検討する。

えびの市 ●

鹿児島県

宮崎県

鶴田ダム管 ● ○
異常豪雨時において異常洪水時防災操作を行う際に、ダム下流への警報を
確実に実施するため既存施設の耐水化を行う。

川内川河川 〇 ○
川内川流域管内において、長期にわたり浸水が継続するエリアを調査検討す
る。
・H31年度排水機場耐水化検討予定

薩摩川内市 ● 関係機関と連携し、引き続き研究をする

さつま町

伊佐市 ○ 新庁舎建設を計画予定

湧水町

えびの市

鹿児島県 協議会の中で検討。

宮崎県

鶴田ダム管 ○ ○ 既存施設（多目的広場等）の防災拠点としての活用方法を今後検討

川内川河川 ○ 河川防災ステーション整備を検討していく。

【国・県管理河川共通】
・協議会等の場を活用して、河川防災ステーションの整備を進めるとともに、関係機関
の情報を共有し市町等の円滑な水防活動等、活用方策を検討・調整。

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改
定)

今後の進め方及び数値目標等

【国管理河川】
・2020年度までに対象延長約1,200kmを整備。
【県管理河川】
・2017年の緊急点検を踏まえ、2020年度を目途に再度の氾濫防止対策約300kmで実
施。

<河川監視用カメラ〉
【国・県管理河川共通】
・リアリティーのある河川の状況を住民一人一人に伝達するため。簡易型河川監視カ
メラ等を活用し、画像・映像によるリアリティーのある災害情報の積極的な配置。
【国管理河川】
・河川監視用カメラ配置経計画を検討・調整し、順次整備を実施。(2018年の緊急点検
を踏まえ、2020年までに約1,700箇所設置)
【県管理河川】
・協議会等の場を活用して。河川監視用カメラ配置剣客を検討・調整し、順次整備を
実施。(2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに約2,000箇所設置)

－

【国・県管理河川共通】
・引き続き、協議会等の場において、浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院
等の機能確保に関する情報を共有。また、耐水化、非常用電源等の必要な対策につ
いては各施設管理者において順次実施。対策の実施級お経については協議会で共
有。

【下水道・国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、浸水による機能停止リスクが高い下
水道施設約70箇所（水密扉の設置等約10箇所）、河川の排水機場約20箇所につい
て、排水機能停止リスク低減策を概ね完了。

【国管理河川】
・2018年度の緊急点検を踏まえ、2019年度までに全国の災害活動拠点施設となる事
務所及び事務所をつなぐ重要な通信中継施設（10地方整備局等）の停電対策、通信
機器の整備が不足している事務所へ災害対策用通信機器の増強等を2019年に実
施。

Ｒ、Ｓ、Ｔ

Ｆ

ア8、Ｋ

ア8、Ｌ

Ｐ

施策
番号

◆
ハ
ー
ド
対
策
の
主
な
取
組
内
容

①住民の主体的な避
難行動や行政の適切
な避難勧告・避難指
示発令に資するＣＣＴ
Ｖカメラ等の整備及び
ＨＰ等での情報提供
の拡充

主な取組内容

・堤防整備、河道掘削、河床低下対策、堤防質的対策、鶴田
ダム再開発事業等。

・CCTVカメラ等の整備を適宜行うとともに、検討した結果等を
踏まえ、ＨＰ等で提供している情報について拡充を図る。

・各市町で整備している防災無線等住民に情報と伝達する手
段について、現状を確認し、拡充の必要等を踏まえ検討。

・必要な庁舎や排水施設等について、現状を確認し必要に応
じて耐水化の検討を行う。

・洪水氾濫による被害の軽減、円滑な避難行動及び着実な
水防活動等に資する施設整備

具体的内容等

③防災拠点機能
を維持するための
行政庁舎や排水
施設及び自家発
電設備等の耐水
化の検討

④洪水氾濫による
被害の軽減、円滑
な避難行動及び
着実な水防活動
等に資する施設整
備

実施年●・実施予定年○

川
内
川
水
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
の
ハ
ー
ド
対
策
の
取
組

3)避難行
動、水防
活動、排
水活動に
資する基
盤整備

堤防整備等の河
川改修の実施

1)洪水を
河川内で
安全に流
す対策

実施内容事項 関係機関名項目

②住民に確実に
情報と伝えるため
の防災行政無線
の拡充や多様な
情報提供手段の
整備

項目番号
課題番号

資料－１－３



R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以降
(2021年度

以降)

川内川河川 ●
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュ
レーションを公表済

鹿児島県 〇 平佐川において令和元年度中に公表予定。

薩摩川内市 ●
薩摩川内市地域防災計画において警戒避難期の応急対策計画として避難
計画あり

さつま町 今後検討を進める

伊佐市 ● 今年度見直しし全世帯へ配布したため、５年後をめどに見直しを検討

湧水町 ○ 地域防災計画とともに見直しを検討。

えびの市 ◯
平成30年度末までに見直された浸水想定区域等を掲載・作
成予定

川内川河川 ● ● ● ○ ○
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図を各関係機関データ提供済。
引き続きデータ提供等の支援を実施。

薩摩川内市 ● ● 平成29年度に防災マップを作成・配布

さつま町 ● 防災マップ（H27年度～H28年度作成⇒H29年度配布）

伊佐市 ● 今年度見直しし全世帯へ配布したため、５年後をめどに見直しを検討

湧水町 ○ H27作成済。今後見直しを検討。

えびの市 ◯
平成30年度末までに見直された浸水想定区域等を掲載・作
成予定

川内川河川 ● ● ● ○ ○
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図公表済
引き続きデータ提供等の支援を実施

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○
指定避難所・自治会避難所を新たに指定した場合に標高等
も記載した避難所看板を設置する

さつま町 ○ 避難所案内表示板の整備

伊佐市 ●
指定避難所への全設置ではないが、今後設置する予定であ
る。

湧水町 今後検討を進める

えびの市 〇 ハザードマップの見直し・作成

川内川河川 ● ● ○ ○ データ提供等の支援

鹿気象台 ● ● ● ○ ○ ○
洪水警報の危険度分布及び流域雨量指数の予測値の普及
啓発活動を引き続き行う。

宮気象台 ● ● ● ○ ○ 〇
洪水警報の危険度分布及び流域雨量指数の予測値の普及
啓発活動を引き続き行う。

薩摩川内市 ○ 薩摩川内市地域情報化推進計画の中で引き続き検討

さつま町 ● さつま町安全安心メール（H22年4月運用開始）

伊佐市 ● 現在実施している。

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● 宮崎県が運用するメール配信サービスの利用拡大を図る

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○
平成25年2月22日に「災害時における放送要請に関する協
定」を締結し、ＦＭさつませんだいにより放送を行っている。

さつま町 現在のところ検討していない

伊佐市 実施予定なし

湧水町 実施予定なし

えびの市 実施予定なし

１
　
災
害
リ
ス
ク

、
避
難
計
画
等
に
関
す
る
事
項

１
　
住
民
自
ら
の
避
難
行
動
や
企
業
の
防
災
対
応
を
促
す
た
め
の
取
組

③想定最大規模
降雨による洪水浸
水想定区域図を
踏まえたハザード
マップの作成（見
直し）

以降４、Ｋ

新たな取
組や拡充
等に着手

⑦地域ＦＭ等を活
用した災害時の情
報発信

以降５、Ｋ

②避難計画等に
ついて、ハザード
マップの見直し等
を踏まえた確認を
行い、必要に応じ
て見直し

⑤気象情報の発
信内容の改善
（危険度の色分け
等、水害時の情報
入手のしやすさを
サポート）

④ハザードマップ
や避難計画の見
直し等を踏まえ、
まるごとまちごとハ
ザードマップを拡
充

以降１０、
Ｋ

・ハザードマップの見直し等を踏まえ、必要に応じて広域避難等も
考慮した避難計画等を検討。

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表を受け、
現在公表しているハザードマップについて、適宜見直す。

・避難計画等の見直しを踏まえ、案内表示板の整備等を検討。

・危険度の色分け等、水害時の情報入手のしやすさをサポート

以降２，ｋ

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改
定)

今後の進め方及び数値目標等

新川内川アクションプログラムの取組及び今後について（令和元年６月時点）

関係機関名実施内容

実施年●・実施予定年○

項目 事項 主な取組内容
項目番号
課題番号

具体的内容等

【県管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、想定最大規模の降雨による浸水想
定区域図が未作成の約150河川について、作成・公表。

①想定最大規模降雨
による洪水浸水想定
区域図、氾濫シミュ
レーションの公表

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレー
ションを公表

・地域ＦＭ等を活用した災害時の情報発信について検討

⑥市町等による災
害に係る情報提供
メール配信サービ
スの整備

ア２，Ｄ，Ｋ

ア１、Ｂ、
Ｃ、Ｋ

ア２、Ｋ

・市町等による災害に係る情報提供メール配信サービスについて
順次実施。

【国・県管理河川、砂防共通】
・ハザードマップ作成や住民説明等に関する市町村の取組に対して専門家による支
援を実施。

【国・県管理河川共通】
・協議会の波等を活用して、水害ハザードマップの作成、周知及び訓練等への活用に
関する優良事例を収集して、適宜、「水害ハザードマップ作成の手引き」を充実し、市
町村に提供。
・市町村において、水害ハザードマップの訓練等への活用について検討した上で実
施。
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、想定最大規模に対応したハザード
マップが未作成の約800市町村について、作成・公表。

－

【国・県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、これまでの別々に管理されてきた水害・土砂災害に関
する情報を統合表示するシステムによる情報提供を開始。

【国・県管理河川共通】
・各市町において、水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討し、当該
市町内の避難場所だけで避難者を収容できない場合等においては、協議会の場等を
活用して、隣接市町等における避難場所の設定や洪水時の連絡体制等について検
討・調整を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路の整備にあたっては、河川工事等の発生土砂を
有効活用するなど、連携による効率的な整備を実施。

【国管理河川】
・2020年度までに隣接市町等への広域避難体制を構築。

【県管理河川】
・国管理河川における先行事例の周知など技術的な支援を実施。

【国・県管理河川】
・設置事例や利活用事例について共有を図り、現地表示の拡大を促進。

資料－１－３



新川内川アクションプログラムの取組及び今後について（令和元年６月時点） R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以降
(2021年度

以降)

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○
薩摩川内市地域情報化推進計画により、更なるきめ細かな防災・気象情報の
発信を行うこととしている。
平成２９年度に防災ホームページをリニューアルした。

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 ● 継続して実施。

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● 公式ホームページ、SNSに情報掲載

鹿児島県 ● ● ● ○ ○ ○

・市町村の避難勧告等について県ホームページで情報提供
を行う。
・「県総合防災システム」により，災害情報を収集・集約し，災
害情報（避難準備・勧告・指示・避難所情報等）について，Ｌ
アラートによる各メディアを介した住民への情報発信を行う。

宮崎県 ● ● ○ ○ ○ ○
宮崎県庁ＨＰに防災危機管理情報を掲載
ＷＥＢページ「宮崎県の雨量と河川水位観測情報」を運営

鹿気象台 ● ● ● ○ ○ ○
気象庁HP、鹿児島地方気象台HPにて防災情報の充実を
図っており引き続き継続。

宮気象台 ● ● ● ○ ○ ○
気象庁HP、宮崎地方気象台HPにて防災情報の充実を図っ
ており引き続き継続。

鶴田ダム管 ○ ○ ● ○ ○ ○ ・洪水調節効果の速やかな公表を適宜実施中

川内川河川 ● ● 〇 〇 〇
川内川防災情報「早よ見やん川内川」のスマートフォン版構
築(H30年度より)運用）
・ＨＰの映像カメラ配信を12箇所→55箇所に拡充。

薩摩川内市 ● ○ ○ ○ ○
鹿児島県総合防災システムに入力することにより、情報提供を行うこととなって
いる。

さつま町 現在6社（ＮＨＫ，ＭＢＣ，ＫＴＳ，ＫＫＢ，ＫＹＴ，ＦＭ鹿児島）と連携済み

伊佐市
鹿児島県総合防災システムに入力することにより、情報提供
を行うこととなっている。

湧水町
鹿児島県総合防災システムに入力することにより、情報提供
を行うこととなっている。

えびの市 宮崎県災害対策支援情報システムに入力で、報道各社へ情報提供され

鹿児島県 ●
災害時における放送及び報道要請に関する協定を締結済み
（放送局６社，新聞社９社）

宮崎県 ● ○ ○ ○ ○ ○ 県内全ての放送事業者と締結済

鶴田ダム管 ○ ○ ○ ○ ○ 川内川河川事務所と協働実施

川内川河川 ● ○ ○ ○
・ＮＨＫ、ＫＴＳ（鹿児島テレビ）と協定済
・ＭＢＣ（南日本放送）と協定締結済（H29.11.30）
・引き続き協定締結に向け対応していく。

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 関係機関と連携し、引き続き実施

さつま町 引き続き推進

伊佐市 ● 引き続き推進する

湧水町 ● 更なる推進を図る。

えびの市

川内川河川 ● ● 〇 〇 〇

さつま町全校実施中、薩摩川内市試行授業実施（H28年度）
・H31年度より薩摩川内市内全小学校事業で活用予定。伊
佐市3小学校を指定校とし事業で活用予定。
・今後,、湧水町・えびの市での授業に取り組んでいく。

鹿気象台 ● ● ● 大雨ワークショップ等の実施

宮気象台 ● ● ○ ○ ○
小学生・中学生を対象とした大雨WSを開催し防災教育に取
り組んでいく。

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 防災チラシの配布、出前講座・訓練の実施等を引き続き行う

さつま町 未実施

伊佐市

湧水町 ● 更なる推進を図る。

えびの市 ● 各自治会の防災訓練・防災講座開催時に実施

鹿児島県 ● ● ● ○ ○ ○
要配慮者利用施設の避難確保計画の作成の支援（説明会
の開催など）

宮崎県 ● ○ ○ ○ ○ ○

鹿気象台 ● ● ○ ○ ○
水防災関連会議で洪水警報の危険度分布、流域雨量指数の予測値の
利用や防災意識向上につながる普及啓発活動を行う予定

宮気象台 ● ● ○ ○ ○
気象台から防災意識の啓発、地域住民・市民団体NPO・関係機関との
連携協働の取組があり、この場で流域雨量指数の予測値の普及啓発
活動を行う予定。

鶴田ダム管 ● ○ ○ ○ ○ ○ ダム見学や出前講座、イベント等により適宜情報共有を図る

川内川河川 ● ○ ○ ○

・洪水情報の緊急速報メール（プッシュ型配信）開始(H30.5よ
り)
・水害リスクライン（市町向け）運用予定(R1.6月中旬予定)
・引き続き避難行動に津ながらル情報の共有を図っていく

【国管理河川】
・引き続き、国管理河川全ての協議会において、防災教育に関する支援を実施する
学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画等の作成に着手。

２
　
平
時
か
ら
の
地
域
住
民
等
へ
の
周
知
・
教
育
・
訓
練
等
に
関
す
る
事
項

新たな取
組や拡充
等に着手

②新九州川標プロ
ジェクトによる住民
自らの避難行動に
資するためのリス
ク情報の共有と、
河川協力団体によ
る地域住民を対象
とした水防災学習
会の開催

以降１１、
Ａ、Ｉ，Ｋ

①自ら判断して避難
することができる人材
育成を目的とした小
学校における水防災
河川学習の推進（学
習指導要領に則した
小１～小６の水防災
教育とそれをきっか
けととした家庭内・地
域における防災意識
向上）

・既に実施している市町においては、更なる推進を図る。
・未実施の市町においては、水防災学習に着手。

以降３、
Ａ、Ｉ，Ｊ

１
　
住
民
自
ら
の
避
難
行
動
や
企
業
の
防
災
対
応
を
促
す
た
め
の
取
組

実施年●・実施予定年○
項目番号
課題番号

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改
定)

今後の進め方及び数値目標等
実施内容項目

⑧ＨＰ等にて発信
している防災情報
の充実

⑨災害時のマスコ
ミとの災害時放送
協定未締結社との
締結

新たな取
組や拡充
等に着手

ア８、１０、
Ｋ

ア８、１０、
Ｋ

１
　
災
害
リ
ス
ク

、
避
難
計
画
等
に
関
す
る
事
項

－
・様々な場において、住民自らの避難行動に資するため
のリスク情報等を共有する取組を実施

関係機関名事項

－

－

主な取組内容

・ＨＰ等にて発信している防災情報の充実について引き続
き実施

・災害時のマスコミとの災害時放送協定未締結社との協
定締結を行う

具体的内容等
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R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以降
(2021年度

以降)

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 関係機関と連携し、検討する

さつま町 今後検討を進める

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○ 関係機関と連携し、検討する

湧水町 今後検討する。

えびの市 ● 団体と災害時復旧協定を締結済み

鹿児島県 協議会の中で，対応について検討する。

宮崎県 ○ ○ ○ ○ ○ 未実施

鹿気象台 ● ● ●
引き続き、復旧作業や住民の生活に役立つ気象情報の提供に
努める

宮気象台 ●
引き続き、復旧作業や住民の生活に役立つ気象情報の提供に
努める.。

鶴田ダム管 ○ ○ ○ ○ ○ 水害後の連携のあり方について検討を行っていく

川内川河川 ○ ○ ○ 水害後の連携のあり方について検討を行っていく

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○
市で出前講座等を実施しているところであるが、関係機関とも
連携し、引き続き実施する

さつま町 今後検討を進める

伊佐市 ● ● 更なる推進を図る。

湧水町 ● 更なる推進を図る。

えびの市 未実施

鹿児島県 ● 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の出前講座を実施。

宮崎県 ● ● ● ○ ○ ○ 希望者に対して、防災に係る出前講座を実施

鹿気象台 ● ● ● ○ ○ ○ 出前講座等において水防災関連情報の普及・啓発を図る

宮気象台 ● ● 出前講座で普及・啓発を図る

鶴田ダム管 ● ○ ○ ○ ○ ○ ダム見学や出前講座、イベント等により適宜情報共有を図る

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○

出前講座等において、水防災情報の普及啓発に努める。
・斧渕地区（TOGOの日）出前講座実施(H29.10)
・鹿児島純心女子大学出前講座(H30.5.8)
・陸上自衛隊えびの駐屯地出前講座(R1.6.1)

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 引き続き実施する

さつま町 ● ○ ○ ○ ○ ○ 引き続き実施

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○ 年１回市内一斉の総合防災訓練を実施している。

湧水町 ● 引き続き実施。

えびの市 ● 継続して実施する予定

薩摩川内市 必要に応じて検討を進める

さつま町 必要に応じ検討を進める

伊佐市 必要に応じて検討を進める

湧水町 現在のところ検討していない

えびの市 未実施・予定なし

鹿児島県 協議会の中で，対応について検討する。

宮崎県

鹿気象台 ● ● ● ○ ○ ○
定例記者会、ＮＨＫとの懇談、気象予報士会との会合等におい
て水防災関連情報の普及・啓発を図る

宮気象台 ● ● ● ○ ○ ○
気象、地象等についてメディアとの懇談会を行っており引き続
き継続。

鶴田ダム管 ● ○ ○ ○ ○ ○ 川内川河川事務所と協働実施

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○
・マスコミとの意見交換会を実施(H30.3)
・マスコミとのブリーフィングにて防災情報共有を実施(R1.6.7)

１
　
住
民
自
ら
の
避
難
行
動
や
企
業
の
防
災
対
応
を
促
す
た
め
の
取
組

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改
定)

今後の進め方及び数値目標等

新川内川アクションプログラムの取組及び今後について（令和元年６月時点）

項目 実施内容 関係機関名

実施年●・実施予定年○

-

-

-

２
　
平
時
か
ら
の
地
域
住
民
等
へ
の
周
知
・
教
育
・
訓
練
等
に
関
す
る
事
項

これまで
の取組を
引き続き
実施

⑥マスコミとの勉
強会の実施

ア８、Ｋ、
Ｎ

ア６、９、１
６、Ｇ、Ｉ

・マスコミとの勉強会等について、引き続き継続して実施
するとともに、実施内容の見直しや参画機関の拡充等に
ついて検討。

項目番号
課題番号

事項

④国、県による出
前講座の実施

ア６、Ａ

⑤自治会、自主防
災組織等の単位
での市町による地
域防災講座の開
催、地域防災訓練
の実施

・市町が行う地域における防災訓練等について、引き続き
継続して実施。

【国・県管理河川共通】
・災害対応のノウハウを技術移転するため、初動対応から復旧に至るまで総合的に
マネジメントできる人材育成プログラムの充実に引き続き取り組み、これに基づき研
修・訓練等を全治法整備局等で実施。
・国による地方公共団体等への支援充実に加え、地方公共団体間の相互支援を促
し、災害対応力の向上を図るため。災害発生時に各地方整備局等から被災状況や
TEC-RORCEによる支援活動を被災地以外の地方公共団体にも情報提供を充実。

新たな取
組や拡充
等に着手

主な取組内容

・水害後の早期の復興に向けた、行政、学識者、住民、Ｎ
ＰＯ及び企業等の連携のあり方について検討。

・国、県が行う出前講座等において、水防災情報の普及・
啓発を図る。

以降１２、
ｑ

③水害後の早期
の復興に向けた、
行政、学識者、住
民、ＮＰＯ及び企
業等の連携

具体的内容等

資料－１－３



R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以降
(2021年度

以降)

薩摩川内市 ● 関係機関と連携し、タイムラインを作成した

さつま町 策定済み

伊佐市 ○

湧水町 ● 今後も関係機関と連携を図る。

えびの市
タイムライン作成済み
順次見直しを行う

鶴田ダム管 ● ○
ダムからの放流と避難行動を整理したタイムラインを検討す
る。

川内川河川 ● ・関係全市町のタイムライン（簡易版）策定済（H28年度）

薩摩川内市 ○ ○ ○ ○ 今後の訓練において、検証し適時見直しを行う

さつま町 随時見直しを行う

伊佐市 ○

湧水町 ● 随時，見直しを行う。

えびの市 ◯

鹿児島県 ● ● ○ ○ ○ タイムライン作成済

川内川河川 ● ● ● ○ ○
タイムラインを用いた水防演習、訓練により、内容を検証し適
宜見直す。（川内川総合水防演習H30.5、川内川上流地区水
防演習R1.5.26）

鹿気象台 ● ● ● ○ ○ ○
各機関が作成するタイムラインについて気象に関する情報の
見直しを行い提供する

宮気象台 ● ○ ○ ○
各機関が作成するタイムラインについて気象に関する情報の
見直しを行い提供する。

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 関係機関との更なる連携強化を図る

さつま町 ● 関係機関と連携を図る

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○ 毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確認。

湧水町 ● 今後も関係機関と連携を図る。

えびの市 ● 毎年度当初に見直し、連絡網の確認を行っている

鹿児島県 ● ● ○ ○ ○ 出水期前にホットラインの連絡体制を確認する。

鹿気象台 ● ● ● ○ ○ ○
重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場合には、受動的、
能動的ホットラインを市町村長および防災担当者に行ってい
る。

宮気象台 ● ● ● ○ ○ ○
重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場合には、受動的、
能動的ホットラインを市町村長および防災担当者に行ってい
る

鶴田ダム管 ● ○ ○ ○ ○ ○ 出水期前にホットラインの連絡体制を確認する。

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○ 出水期前にホットラインの連絡体制を確認する。

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 適時、関係機関と連携し検討する

さつま町 関係機関と連携を図る

伊佐市 ● ● ○ ○ ○ ○
毎年、協議会において、水害危険性の周知の実施状況を確
認。

湧水町 ● 今後も関係機関と連携を図る。

えびの市 ◯ 上部組織の意見を参考にし、検討を行う。

薩摩川内市 ● ● ○ 〇 〇 〇 見直しを含め関係者で検討中

さつま町 今後の検討とする

伊佐市

湧水町 ● 随時，見直しを行う。

えびの市

鹿児島県 ● ● ● ○ ○ ○
「孤立化集落対策マニュアル」を策定済みであり，当該マニュ
アルに基づき，引き続き，県及び市町村，防災関係機関等が
一体となった取組みを促進することとする。

宮崎県 ● ● ● ○ ○ ○
要配慮者利用施設に関係する部局での調整会議を実施し、
協力体制の構築や情報の共有を図った。

【県管理河川】
・2021年度目途に、市町村の役場等に係る河川のうち、現在、未指定の約1,000河川に
おいて簡易な方法も活用して浸水想定及び河川水位等の情報を提供（水害危険性の
周知）。（既に水位周知河川等に指定されている約1,500河川とあわせ約2,500河川で
水害危険性を周知。）
・毎年、協議会等の場を活用して、水害危険性の周知の実施状況を確認。

－

⑤想定最大規模降
雨による洪水浸水
想定区域を考慮
し、災害時要配慮
者支援計画、水害
時住民行動マニュ
アル及び地域孤立
化防止対策につい
て確認を行い、必
要に応じて見直し

ア、３、４、
５、Ｆ

・毎年、出水期前にホットラインの訓練等を実施し助言体
制の強化を図る。
・市町長だけでなく、副市町長、防災・建設担当部課長と
のホットラインを確立。

・「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」
の改訂を踏まえ、避難勧告等の発令を判断する水位を検
討。

施策
番号

項目 事項 実施内容

④「避難勧告等の判
断・伝達マニュアル作
成ガイドライン」改訂
を踏まえた適切な避
難勧告・避難指示・発
令に向けた取組

ア１１、
Ｍ、Ｎ

①盆地と狭窄部が
交互に繋がる地形
を踏まえ、氾濫形
態にも考慮した避
難勧告等の発令に
着目したタイムライ
ンの作成

２
 

安
全
か
つ
迅
速
な
避
難

、
着
実
な
水
防
活
動
の
た
め
の
取
組

１
 

適
切
な
避
難
誘
導
に
関
す
る
事
項

新たな取
組や拡充
等に着手

ア１２、Ｎ

項目番号
課題番号

・災害時要配慮者支援計画、水害時住民行動マニュアル
及び地域孤立化防止対策について確認を行い、必要に応
じて見直し

③河川管理者及び
気象台から市町長
への助言体制
（ホットライン）の強
化

以降１、
Ｅ、Ｎ

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改定)
今後の進め方及び数値目標等

【国・県管理河川共通】
・毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確認。洪水対応訓練や避難訓練を実
施し、明らかになった課題等を通してタイムラインを検証し、必要に応じて改訂。、

②タイムラインを用
いた訓練及び見直
し

・タイムラインを用いた訓練を行い、内容を検証し適宜見
直す。

〈水害対応タイムライン〉
【国・県管理河川共通】
・毎年、出水期前に協議会において。市町村関係機関と水害対応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河川管理者は洪水対応訓練を実施して、明らかに
なった課題等を踏まえ、避難勧告の発令基準や水害対応タイムライン等を見直し。

【県管理河川】
・2020年度までに、全ての対象市町村において、水害対応タイムラインを作成。

以降１、
Ｅ、Ｎ

主な取組内容

・避難に着目したタイムライン未策定市町については、タイ
ムラインを策定。

具体的内容等関係機関名

実施年●・実施予定年○

資料－１－３



R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以
降

(2021年度

薩摩川内市 ● ○
施設管理者に説明等を行い計画作成等を進める
要配慮者利用施設数　５０

さつま町
計画作成を進める
要配慮者利用施設数　０

伊佐市 ○ ○ ○
来年度に避難計画書は作成予定。避難訓練にお
いては、実施している。
要配慮者利用施設数　２

湧水町
関係施設へ推進を行う。
要配慮者利用施設数　７

えびの市 要配慮者利用施設数　０

薩摩川内市 ● ○ 更なる充実を図る

さつま町 ● 連携の充実を図る

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○

協議会の場等において、浸水想定区域内の災害拠点病
院等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪
水時の情報伝達体制・方法等について検討。

湧水町 ○ 〇 今後，連携の充実を図る。

えびの市 ●

鹿児島県

宮崎県

薩摩川内市 ● 薩摩川内市総合防災センター建設

さつま町 今後検討を進める

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○
協議会の場等において、浸水想定区域内の災害拠点病院等の機能確保に関
する情報を共有し、耐水化、非常用電源等の必要な対策については各施設管
理者において順次実施。対策の実施状況については協議会で共有。

湧水町 今後検討する。

えびの市 ● 非常用発電設置済み

鹿児島県

宮崎県

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改
定)

今後の進め方及び数値目標等

【国・県管理河川、砂防共通】
・2020年度までに対象の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難計
画の実施。
・避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況については、毎年、協議会等の
場において進捗状況を確認。
・避難確保計画作成にあたっての課題を把握し、計画作成の手引きを改訂。

【国・県管理河川共通】
・全国で講習会プロジェクトの取組を拡大。

－－

具体的内容等

新川内川アクションプログラムの取組及び今後について（令和元年６月時点）

施策
番号

項目 事項 実施内容 関係機関名

実施年●・実施予定年○
項目番号
課題番号

主な取組内容

新たな取
組や拡充
等に着手

１
 

適
切
な
避
難
誘
導
に
関
す
る
事
項

２
 

安
全
か
つ
迅
速
な
避
難

、
着
実
な
水
防
活
動
の
た
め
の
取
組

【国・県管理河川共通】
・引き続き、協議会の場等において、浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠点病院
等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達体制・方法
等について検討。

【新規追加】
⑧市町庁舎や災
害拠点病院等の
機能確保のため
の対策の充実（耐
水化、非常用発電
等の整備）

－ －

【国・県管理河川共通】
・引き続き、協議会の場等において、浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠点病院
等の機能確保に関する情報を共有。また、耐水化、非常用電源等の必要な対策に
ついては各施設管理者において順次実施。対策の実施状況については協議会で共
有。

【新規追加】
⑥要配慮者利用
施設における避難
計画の作成及び
避難訓練の実施

【新規追加】
⑦市町庁舎や災
害拠点病院等の
施設関係者への
情報伝達の充実

－ －

資料－１－３



R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以
降

(2021年度

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 県等が開催する首長会議に出席している

さつま町 各種研修会に参加

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○ 他機関が主催するものに出席。

湧水町 他機関が主催するものに出席。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 各種研修等に参加している。

鹿児島県

宮崎県 ● ● ● ○ ○ ○
各地域で実施する大規模氾濫等減災協議会等の
場を通じて防災に関する情報を説明

鹿気象台 ● ● ● ○ ○ ○

毎年実施する台長による市町村首長訪問の中で防災に関
連する情報について説明する。また、首長会合等の機会を
捉え、防災気象情報の周知を図ることについても検討を進
める。

宮気象台 ● ● ● ○ ○ ○

毎年実施する台長による市町村首長訪問の中で
防災に関連する情報について説明する。
また、首長会合等の機会を捉え防災気象情報の
周知を図ることについても検討を進める。

鶴田ダム管 ● ● ○ ○ ○ ○ 毎年首長を対象としたトップセミナーを開催

川内川河川 ● ● ○ ○ ○ 首長を対象としたトップセミナーを開催していく。

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 消防局と連携し、引き続き対応する

さつま町 ● 引き続き対応する

伊佐市 ● ● ○ ○ ○ ○

協議会の場等を活用して、水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画を促すための具体的な
広報の進め方について検討の上、順次実施。

湧水町 未実施

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 市広報等で活動状況を掲載している。

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 消防局等と連携し、引き続き対応する

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○ 継続して実施。

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 引き続き実施する

鹿児島県 ● ● ● ○ ○ ○ 資機材の確認，不足分の補充

宮崎県 ● ● ○ ○ ○ ○
備蓄状況を点検のうえ、水防計画書に掲載すると
共に防災対策会議等通じ、国やえびの市と情報
共有

鶴田ダム管 ● ● ○ ○ ○ ○ 毎年関係機関とともに重要水防箇所合同巡視により備蓄資機材の

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○
毎年関係機関とともに重要水防箇所合同巡視により備蓄資機材
の確認(R1.5月実施済)

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 地域防災計画の見直しを今後も実施

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○ 地域防災計画の見直しを今後も実施

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 継続して実施する

鹿児島県 ● ● ● ○ ○ ○
県水防協議会での審議を経て，水防計画書に掲
載

宮崎県 ● ● ○ ○ ○ ○ 毎年、確認し更新している。

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○
毎年関係機関とともに重要水防箇所合同巡視により備蓄資機材
の確認(R1.5月実施済)

⑨トップセミナーの
実施

ア１４

－

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改
定)

今後の進め方及び数値目標等

国・県管理河川共通】
・毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動
に関わる金木者（水防活動に係る建設業者を含む）が共同して点検を実施。

【国・県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画を促す
ための具体的な広報の進め方について検討の上、順次実施するとともに必要に応じ
て本省としても水防団員募集に係る広報を実施。

【国・県管理河川共通】
・毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動
に関わる金木者（水防活動に係る建設業者を含む）が共同して点検を実施。

具体的内容等

新川内川アクションプログラムの取組及び今後について（令和元年６月時点）

施策
番号

項目 事項 実施内容 主な取組内容 関係機関名

実施年●・実施予定年○
項目番号
課題番号

２
 

安
全
か
つ
迅
速
な
避
難

、
着
実
な
水
防
活
動
の
た
め
の
取
組

１
 

適
切
な
避
難
誘
導
に
関
す
る
事
項

これまで
の取組を
引き続き
実施

・市町長や防災担当者を対象とした水災害に関す
るトップセミナーを実施。

ア１5

２
 

水
防
体
制
の
強
化
に
関
す
る
事
項

これまで
の取組を
引き続き

実施

新たな取
組や拡充
等に着手

①水防協力団体の
募集・指定の促進

【新規追加】
・水防団員、水防協力団体の募集を、ＨＰ等で広く
実施。

以降７、Ｏ

②水防資機材の
備蓄・効率的活用

・出水期前に資機材の確認と、広域的利用体制の
確認を引き続き行う。

ア１３

③重要水防箇所
の情報提供及び
地域防災計画書、
水防計画書へ掲
載

・毎年、最新の重要水防箇所の情報を提供し、地
域防災計画書（市町）及び水防計画書（県）に掲
載。

資料－１－３



R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以降
(2021年度

以降)

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 関係団体と連携し、体制の更なる充実を図る

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 社会福祉協議会が担当

湧水町 ● 今後も関係機関との連携を図る。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○
関係団体と連携し、体制の更なる充実を図る体制の充実を
図る

鹿児島県

宮崎県 ● ● ○ ○ ○ ○ 関係業界団体と大規模災害時の支援協定を締結。

鶴田ダム管 ● ● ○ ○ ○ ○ 毎年災害協力会社と協定を締結

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○ 毎年災害協力会社と協定を締結

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 関係機関と連携し、引き続き実施

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 防災会議のみ実施している。

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 関係機関と連携し、引き続き実施する

鹿児島県 ● ● ● ○ ○ ○ 洪水対応演習に参加。

宮崎県 ● ● ○ ○ ○ ○ 関係市町村及び団体と防災訓練を実施している。

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○
出水期前に関係機関参加の下に洪水対応演習（情報伝達
演習）を実施。川内川総合水防演習実施(H30.5）、川内川上
流地区水防演習(R1.5.26)

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 引き続き実施

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 ● ● ● ○ ○ ○
毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動
に関わる関係者が共同して点検を実施。

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 引き続き実施する

鹿児島県 ● ● ● ● ○ ○ 引き続き合同巡視に参加し、危険箇所を共有する

宮崎県 ● ● ● ○ ○ ○ 出水期前に関係機関参加の下に合同巡視を実施

鹿気象台 ● ● ● ● ○ ○ 引き続き合同巡視に参加し、危険箇所を共有する

宮気象台 ● ● ● ○ ○ ○ 引き続き合同巡視に参加し、危険箇所を共有する。

鶴田ダム管 ● ● ○ ○ ○ ○ 出水期前に関係機関参加の下に合同巡視を実施

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○ 出水期前に関係機関参加の下に合同巡視を実施

薩摩川内市 ● ○ ○ ○ ○ 関係機関と連携し、引き続き実施

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 総合防災訓練は、毎年９月に実施している。

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 引き続き実施する

鹿児島県 ● ● ● ● ○ ○ 水防演習に参加。

宮崎県 ● ● ● ○ ○ ○
毎年建設業協会等と協同した防災訓練を実施している。
えびの市・小林市・高原町において県総合防災訓練を１０月
に実施予定

鹿気象台 ● ● ● 出水期前に洪水予報演習を実施

宮気象台 ● ● ● 出水期前に洪水予報発表演習を実施

鶴田ダム管 ● ● ○ ○ ○ ○ 出水期前に水防演習等を実施

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○
出水期前に水防演習等を実施
・川内川総合水防演習実施(H30.5）
・川内川上流地区水防演習(R1.5.26)

【国・県管理河川共通】
・引き続き、多様な関係機関、住民等の参加により、より実践的な水防訓練となるよう、
必要に応じて訓練内容の検討、調整をし改善を図りつつ実施。

-

⑥水防団等の関係
機関が参加する水
害リスクが高い箇
所の共同点検（合
同巡視）

具体的内容等

⑦水防訓練・演習
の実施

これまで
の取組を
引き続き
実施

ア６

ア１４

主な取組内容

・ボランティアの受け入れ体制については、適宜見直す。
・業界団体等との協力体制については、協定等を締結し確
立を図る。

・出水期前に関係機関参加の下に行う洪水対応演習（情報
伝達演習）を、引き続き実施。

・出水期前に関係機関参加の下に行う合同巡視（共同点
検）を、引き続き実施。

・出水期前に開催している水防演習及び総合防災訓練を、
引き続き実施。

事項

-

新川内川アクションプログラムの取組及び今後について（令和元年６月時点）

項目番号
課題番号

④ボランティアの受
け入れ体制、業界
団体等との協力体
制の確立

施策
番号

項目

２
 

水
防
体
制
の
強
化
に
関
す
る
事
項

⑤水防団等への連
絡体制の再確認と
伝達訓練の実施

ア１５

関係機関名

実施年●・実施予定年○

以降６

実施内容

２
 

安
全
か
つ
迅
速
な
避
難

、
着
実
な
水
防
活
動
の
た
め
の
取
組

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改定)
今後の進め方及び数値目標等

【国・県管理河川共通】
・毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動に
関わる関係者（水防活動に係わる建設業者を含む）が共同して点検を実施。

資料－１－３





新川内川アクションプログラムの取組及び今後について（令和元年６月時点） R1.6

H29.3以前
H29年度末
(2017年度

末)

H30年度末
(2018年度

末)

R1年度末
(2019年度

末)

R2年度末
(2020年度

末)

R3年度以降
(2021年度

以降)

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 引き続き取り組む

さつま町 今後検討を進める

伊佐市 関係機関と連携し，検討を行う。

湧水町 ● 関係機関と連携し，検討を行う。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○

川内川河川 ○ 今後検討を行っていく。

鶴田ダム管 ● ● ○ ○ ○ ○
河川管理者又は自治体等から要請があった場合には、実
施可否を判断し特別防災操作を行う。

川内川河川 ○ 〇
大規模災害時等、必要に応じ特別防災操作を要請してい
く。

薩摩川内市 ○ ○ ○ 今後検討を行っていく。

さつま町

伊佐市

湧水町 未実施

えびの市

鹿児島県

宮崎県

川内川河川 ○ 〇 今後検討を行っていく。

薩摩川内市 ● ○ ○ ○ 引き続き取り組む

さつま町 ●

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 引き続き実施する

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 ●

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 引き続き実施する

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○ 出水期前に、関係機関等の連絡体制を確認する。

薩摩川内市 ● ● ○ ○ ○ ○ 引き続き実施する

さつま町 ● 引き続き実施

伊佐市 ● 引き続き実施する

湧水町 ● 継続して実施。

えびの市 ● ● ● ○ ○ ○ 引き続き実施する

鹿児島県 ● ● ● ○ ○ ○

県管理河川に設置されている操作が必要な樋門・樋管に
ついては，地元自治体と操作に関する年間契約を行ってお
り，その中で出水期前にゲートの作動の確認を行ってい
る。

宮崎県 ● ● ● ○ ○ ○

県管理河川に設置されている操作が必要な樋門・樋管に
ついては，地元自治体と操作に関する年間契約を行ってお
り，その中で出水期前にゲートの作動の確認を行ってい
る

川内川河川 ● ● ● ● ○ ○
出水期前に排水機場、樋門・樋管等の点検及び試運転等
を実施

⑦大規模災害を前
提とした復旧対応
演習の実施

・出水期前に大規模災害の発生を前提とした演習を実施 川内川河川 ● ● ● 〇 〇
以降１６、
Ｑ

毎年堤防決壊シミュレーションを実施する。
・堤防決壊シミュレーション実施(R1.5.21)

-

⑤排水ポンプ車出
動要請の連絡体制
の整備及び確認

⑥排水機場や樋
門・樋管等の点
検、試運転、操作
訓練等の実施

【国・県管理河川共通】
・浸水想定区域内の全ての市町村のまちづくり担当部局等に対し、水害リスク情報を
提供。
・国において、災害危険区域を適切に指定促進するため、関係部局と連携して平成29
年度中を目途に災害危険区域指定に係わる事例集を作成し地方公共団体へ周知。
・不動産関連事業者に対し、引き続き、研修会等で水害リスク情報等に係わる施策の
最新情報を説明。

・出水期前に、関係機関等の連絡体制の確認を行う。

・出水期前に排水機場等において、点検及び試運転等を
行う。
・出水期前に樋門・樋管等において、点検及び操作訓練等
を行う。

ア７、Ｒ

以降８、
Ｐ、Ｑ

-
以降Ｊ９、

Ｐ、Ｑ

-

④浸水頻度の高い
場所の災害危険区
域（土地利用規制）
の指定促進

・土地利用規制が必要な箇所において災害危険区域の指
定を行う

①大規模出水時に
おける緊急排水計
画の策定

以降１４、
Ｑ

以降１６、
Ｒ

②鶴田ダムにおい
て、危機管理型運
用について検討

【国・県管理河川共通】
・引き続き、複数市町に影響があると想定される浸水被害軽減地区の指定について
は、協議会の場等を活用して指定の予定や指定にあたっての課題を水防管理者間等
で共有し連携して指定。

【国管理河川】
・2020年度までに、長期にわたり浸水が継続する地域などにおいて、排水計画を作
成。

【県管理河川】
・国管理河川における先行事例の周知など技術的な支援を実施。

・大規模出水時における緊急排水計画について検討を進
める

・鶴田ダムにおいて、危機管理型運用について検討する。

ー

【国・県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、人命を守るため。ダムの洪水調節機
能を維持・確保するための緊急的・集中的な対策が必要な箇所において、緊急的・集
中的に対策を実施し概成。
＜国管理＞約20ダム
＜県管理＞約10ダム
・「ダム再生ビジョン」及び「ダム再生ガイドライン」を踏まえ、既設ダムのかさ上げや放
流能力の増強等の施設改良によるダム再生事業をはじめ。ダム再生の取組をより一
層推進。

【国管理河川】
・「ダムの柔軟な運用」の更なる運用に向けて、国及び水機構管理123ダムで関係期
間等と調整や検討を引き続き行い、調整がととのったダムから順次運用を開始。
・水系毎の治水上・利水上の課題の検討や、ダムの施設改良の候補箇所の全体的な
調査、具体的な箇所でのダム施設改良の実施に向けた諸元等の検討を行うなど、施
設改良によるダム再生を推進する調査を推進。
・ダムの洪水調節機能を十分に発揮させるため、流下能力の不足によりダムからの
放流の誓約となっている各区間の河川改修を推進。

【参考】「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」（H29.6.20)(H31.1.29改
定)

今後の進め方及び数値目標等
関係機関名

実施年●・実施予定年○

３
 

地
域
社
会
を
支
え
る
た
め
の
取
り
組
み

これまで
の取組を
引き続き

実施

１
　
排
水
施
設
等
に
関
す
る
事
項

【新規追加】
③浸水被害軽減地
区の指定

ー

新たな取
組や拡充
等に着手

具体的内容等
施策
番号

項目 事項 実施内容
項目番号
課題番号

主な取組内容
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取 組 事 例

令和元年６月１３日

（川内川大規模氾濫減災協議会）

資料－１－５



川内川河川事務所



 川内川では、自ら判断して避難することができる人材育成を目的とした水防災河川学習を小学校において推進中。
 平成２４年度からさつま町において「水防災河川学習プログラム」の開発を進め、平成２６年度から町内の全小学校

（９校）で本プログラムを用いた教育課程に基づく授業を開始。
 平成２８年度から薩摩川内市においても、８校で試行授業の取組を実施しており、平成３１年度より薩摩川内市内の

全小学校（２７校）の授業にて活用していただくこととしている。
 伊佐市においても、全１４校の内、３校を指定校として平成３１年度より活用していただくこととしている。

小学校５年生理科「流れる水のはたらき」
の授業の様子

（さつま町立盈進小学校 H25.10）

小学校５年生理科「台風と天気の変化」
の授業の様子

（薩摩川内市立東郷小学校 H28.10）小学校５年生社会科「自然災害を防ぐ」の
授業の様子（さつま町立盈進小学校 H29.2）

川内川水防災河川学習プログラムの活用について

3



川内川水防災河川学習プログラムの活用について

川内川⽔防災河川学習プログラムの普及活動

伊佐市菱刈小学校にて、先生へのプログラム内容の説明状況（H31.3.13） 薩摩川内市の校長研修会にてプログラム概要の説明状況（H31.4.12）

4

 新学習指導要領（H29.3公示）に基づき、令和２年度より小学校にて全面実施され、教科書の
内容が変更となる。

 そのため、「川内川水防災学習プログラムにおいても、新学習指導要領の学校教育課程に合う
ように、新たな教科書の内容が確認でき次第、プログラムの改定に向けて検討を行う予定。



出水時における市町ホットラインの実施について

5

【第２報】 氾濫危険水位に達した場合（避難勧告発令検討）

【第３報】 水位が堤防天端を越えると予想される場合（避難指示発令検討）

【第５報】 堤防決壊が確認された場合

【避難判断水位・氾濫危険水位を下回った場合】

薩摩川内市
さつま町長
伊佐市長
湧水町長
えびの市長

【第１報】 避難判断水位に達した場合（避難準備情報発表検討）

【第４報】 越水が確認された場合



鶴田ダム管理所



異常豪雨の頻発化に備えた洪水調節機能に関する検討会
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異常豪雨の頻発化に備えた洪水調節機能に関する検討会の提言
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「より効果的なダム操作や有効活用」について対応すべき内容

9



「より有効な情報提供や住民周知」について対応すべき内容
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鹿児島地方気象台



防災知識・意識向上のための普及啓発 ～子どもが自ら命を守る～

大雨防災ワークショップは、まずレクチャーで大雨による災害
（洪水・土砂等）の知識や身を守るための方法、また、気象庁が
発表する警報・注意報等を理解していただきます。
そして、グループワークで「経験したことのない大雨」に対する
準備や避難行動等について話し合い、その結果を発表することで
「大雨から命を守る」ために自らの判断で行動をとるための意識
を醸成することを目的としています。

〇大雨防災ワークショップは、平成28年9月に出水市の中学校で初めて開催し、平成29年度より本格的に実施。
〇平成30年度までに県内の19校（小・中・高校および大学）で実施し、複数校が毎年実施している。
〇本プログラムで使用する映像は、開催地に特化した過去災害や記憶に新しい災害映像を用いている。
〇授業参観の機会にあわせた、保護者参加型の実施も積極的に呼びかけている。

さつま町立鶴田中学校（H30.5.12）

薩摩川内市立東郷小学校（H30.10.16）

湧水町立栗野小学校（H30.11.29） 出水市立高尾野小学校（H30.11.1）

レクチャー

グループワーク グループワーク 発表

12



宮崎地方気象台



〇ＨＰ等にて発信している防災情報の充実

【取組概要】
〇防災気象情報の改善として、「警報級の可能性」、「大雨警報（浸水害）の危険度分布」等をスマー

トフォン版ホームページを本年1月に作成しました。現在、利用推進中です。
〇「大雨警報（浸水害）の危険度分布」は、平成29年度出水期からホームページ（PC版）で提供開始し
ており、GPS機能を利用しスマートフォンからも使い易くしました。

〇火山（霧島山関連）情報も確認しやすい画面としました。

気象台のホームページの中から、天
気予報・アメダスや、災害時にご覧いた
だくことの多い気象情報や大雨・洪水の
危険度分布、霧島山の火山情報などを
コンパクトにまとめました。

ＱＲコード
ご利用ください。 14



宮崎県



・延岡市では、洪⽔や⼟砂災害からの「逃げ遅れゼロ」を⽬指し、要配慮者利⽤施設の所有者等に対して、災害時に備え
早期の避難確保の必要な事項を定め、施設利⽤者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画作成に係る講
習会を開催。
（1回⽬）平成31年1⽉9⽇ 座学⽅式 （参加：202施設、約300⼈）
（2回⽬）平成31年2⽉6、7⽇ ワークショップ⽅式

・宮崎県では、協議会にて⼟砂災害にも取り組んでおり、今回対象施設531施設のうち未作成の410施設に呼びかけた。
・講習会では、延岡市のほか国⼟交通省、宮崎地⽅気象台、宮崎県と共同で説明を実施した。

読売新聞（H31.1.11）

講習会開催状況（H31.1.9）

NHK宮崎（H31.1.10）

１ 円滑かつ迅速な避難のための取組 （話題提供）
「要配慮者利⽤施設における避難確保計画の作成」 宮崎県河川課

16



・近年では、全国各地で⼟砂災害による甚⼤な被害が発⽣し、多くの⽅が犠牲となっている。県では災害時に⾝を守るた
めに有効とされているマイハザードマップ（地域防災マップ）の作成を推進している。
・平成３０年度は、⾨川町⻄⾨川地区においてマイハザードマップの作成を⽀援した。

１ 円滑かつ迅速な避難のための取組 （話題提供）
「⾨川町によるマイハザードマップ作成の⽀援」 宮崎県砂防課

完成図○現場確認状況

○マップ作成状況

【ハザードマップ作成までの流れ】
１．現地確認
２．机上確認 （住⺠、防災⼠、市町村、県）
３．マップ作成
４．マップのデータ化、印刷 （県）



市
月 日 時 分現在

警戒レベル４相当情報（土砂災害）

◆該当市町村：

土砂災害警戒情報を発表しました

発信元 宮崎県砂防課

住民に対する情報の周知をお願いします。

立ち退き避難が困難な場合は、近隣の安全な建物への

避難や屋内での安全確保も有効な手段であることを住民

に周知してください。

県砂防課 ﾒｰﾙ 県土木事務所 該当市町村ﾒｰﾙ or FAX

県土木事務所は下記のとおり、当資料を市町村へメール＆周知してください。

土砂災害危険度レベルの状況変化については、

以下のURL（『宮崎県総合河川砂防情報システム』）

にて確認をお願いします。

http://kasen.lan.pref.miyazaki.jp/

情報提供
「警戒レベルの導⼊に伴うホットライン（⼟砂災害）の注意事項について」

・内閣府により「避難勧告等に関するガイドライン」が改訂され、「警戒レベル」が５⽉２９⽇より導⼊されます。
⼟砂災害危険度と関連付けると、警戒レベル２が「注意」、警戒レベル３が「警戒」、警戒レベル４が「危険度１，
２，３」に当てはまります。なお、ホットラインのタイミングは今までと変わりません。
・情報を迅速に発信するため、「⼟砂災害警戒情報の根拠資料」の様式を変更します。

タイムライン
警
戒
レ
ベ
ル
を
反
映

※ホットライ
ン
（1回⽬）

※ホットライ
ン
（２回⽬）

※⽔防体制の確⽴ ※⽔防体制の確⽴

※ホットライ
ン
（２回⽬）

旧様式

新様式

宮崎県砂防課
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２的確な防災活動のための取組
➀⽔防活動の効率化及び⽔防体制の強化に関する事項
（訓練・演習の実施）

■宮崎県では、毎年出⽔期前に⼟⽊事務所単位で防災対策会議及び防災訓練を実施している。
☆⽬的
・管内市町、関係団体等と連携を密にし、連絡体制の確認・強化や⼤規模災害時の関係団体と
締結した協定の内容について確認する。

・災害発⽣時の対応を実際に⾏うことにより、課題を抽出するとともに対応の習得を図る。

（写真）

防災会議の様⼦

H30.5.22実施

（写真）

防災訓練の様⼦

H30.5.23実施

■Ｈ３０年度 防災訓練の実施状況
１訓練⽇時平成30年5⽉23⽇ １３：００〜１６：２０
２参加者 ⼩林⼟⽊事務所22名、建設業協会9名、測量業協会8名、舗装業協会1名、法⾯保護協会 1

名
合計 41名

３総括
・タイムラインに基づき県と各市町においてホットラインを実施。
・訓練の動きを⾒ながら本番の災害待機でどのように動かなければならないか確認した。

（写真）

防災訓練の様⼦

H30.5.23実施

ホットライン ⼤規模災害協定情報伝達

宮崎県⼩林⼟⽊事務所
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取組（２）情報伝達のための環境づくり推進
「危機管理型⽔位計の設置」

・⻑江川（⽔位周知河川）では、想定し得る最⼤規模の降⾬を対象とした洪⽔浸⽔想定区域を
今年度台⾵期前までに指定し、公表していく。

・えびの市では、公表した浸⽔想定区域図をもとに洪⽔ハザードマップを作成していく。

宮崎県
１円滑かつ迅速な避難のための取組

➂平時から住⺠等への周知・教育･訓練に関する事項
（ハザードマップの作成）

宮崎県⼩林⼟⽊事務所
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薩摩川内市



平成３０年度 総合水防演習

【目 的】

水防技術の向上や国、県、市、防災関係機関及び民間協力団体等の連
携・協力体制の確立や防災体制の向上を図るとともに地域の皆さんの防
災意識を高めていただくことを目的に、出水期を前に実施する水防演習を
国と県と連携して、薩摩川内市で実施。

日時；平成３０年度５月２０日（日） ８時３０分～１２時３０分
場所：鹿児島県薩摩川内市西開聞町向田地先
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さつま町



〇町内一斉防災訓練・点検の実施
【取り組みの内容】
自主防災組織・公民会単位での防災訓練につきましては，平成１９年度から毎年実施していただいております。本年度は５月２６日

（日）を「町内一斉防災訓練の日」として下記のとおり行いました。
取り組み内容は，各団体にお任せしてありますが，事前に「自主防災組織等の訓練内容（例）」を配布し，各公民会・自主防災組織等

での住民参加型の訓練を実施していただきました。
防災訓練終了後，町消防団，警察署等の協力をいただき，町内一斉防災点検（危険箇所点検）も実施しております。

公民館での避難人員確認状況
（湯田下公民会）

【当日のスケジュール】

○午前７時３０分～ 町長のメッセージ

同時に災害対策本部招集訓練，避難所開設訓練（伝達
のみ）を開始

○午前８時～ ｢サイレン吹鳴｣及び｢防災訓練に伴う避難
勧告｣の広報。鶴田ダム放流警報設備へ，町内全域に避難
勧告（訓練）が発令された旨の表示を依頼。

（以下，自主防災組織等の訓練例）

①情報収集・伝達訓練 ②消火訓練 ③救出・救護訓練

④避難訓練 ⑤避難行動要支援者避難行動支援

○午前１０時 防災訓練の終了

※訓練終了後，防災点検を実施。（町内５００箇所を消防
団（２２分団）で点検）

避難行動状況
（麓公民会）

公民館での避難人員確認状況
（折小野公民会）

防災備品の確認状況
（船木下公民会）
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湧水町



えびの市



○防災ハザードマップの作成・配布

・令和元年度に、県が指定した土砂災害警戒区域・特別警戒区域や、県が新たに公表する洪水浸水想定区域図を基に、『えびの
市防災ハザードマップ』の作成を行い、市内全世帯へ配布を行う。

ハザードマップの概要

１）対象範囲：えびの市全域

２）マップの構成等
サイズ：Ａ１版（表裏）
市内を４つの校区に区割りして作成
総数で１０，０００部作成

３）地図面の記載内容
想定最大規模の洪水浸水想定区域
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
指定避難所、指定避難場所等

４）情報面の記載内容
防災情報の入手先、避難の心得、
非常時持ち出しチェック表等

５）配布範囲
市内全世帯
各自治公民館、その他関係機関

【国】
・川内川水系川内川及び長江川の洪水浸水想定区域図（想定最大規
模の降雨）〔平成２８年６月公表〕

【県】
・川内川水系長江川の洪水浸水想定区域図（想定最大規模の降雨）
〔令和元年度公表予定〕

・土砂災害警戒区域等の指定

【えびの市】
・今年度、現行の防災マップを見直し、新たに防災ハザードマップ
を作成

現行の「えびの市防災マップ」
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○防災訓練（情報伝達・避難訓練・情報収集）の実施

平成３０年１０月１４日にえびの市で開催された「宮崎県総合防災訓練」に併せて９の参加協力団体から約１００名、一般見学者とし
て約１００名の参加がありました。
○住民の防災行政無線による情報伝達訓練
○住民の避難訓練・避難所運営訓練
○陸上自衛隊第２４普通科連隊とえびの市消防団が合同でUTMグリッドマップを活用した情報収集訓練 を実施。

○避難訓練
各自治会による避難

情報の伝達、並びに
避難行動要支援者の
協力者による避難要
領を確認。

○避難所運営訓練
避難所開設の要領

を確認し、避難者カー
ドの作成
避難所運営として、

間仕切りセットを避難
者で組み立て

○情報収集訓練
陸上自衛隊第２４普

通科連隊 情報小隊の
バイク隊とえびの市消
防団 防災バイク隊で
被害想定地区の偵察。
被害状況の報告で

は、UTMグリッドマップ
を用いた地図へのプ
ロットを実施し、被害
状況の共有化を図っ
た。
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